
    ○北九州工業高等専門学校学業成績の評価等に関する規則 

  

昭和５３年７月６日 規則第４号 

改正 令和８年２月１７日  

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、北九州工業高等専門学校学則（昭和５０年規則第１号）（以下「学則」

という。）第２７条に基づき、北九州工業高等専門学校における試験、学業成績の評価及

び学年の課程修了の認定等について定めることを目的とする。 

  

第２章 試験 

（試験） 

第２条 試験は、原則として中間試験、期末試験、定期試験、追試験、再試験及び追認試験

（以下「試験」という。）とする。 

２ 平素の成績で評価し得る授業科目については、試験を行わないことがある。 

（中間試験） 

第３条 中間試験は、各学期の中間の時期に授業の一環として行う。 

（期末試験） 

第４条 期末試験は、通年科目について前学期末に行う。 

（定期試験） 

第５条 定期試験は、前学期で終了する科目については前学期末に、後学期で終了する科目

については後学期末に行う。 

（追試験） 

第６条 追試験は、次の各号に掲げる事由により、試験を受けることができなかった者に対

して行わなければならない。なお、「追試験受験願」（別紙様式）は該当の学生が学級担

任及び追試験対象科目の授業担当教員の確認を経て、学生課教務係へ提出するものとす

る。 

 （１）疾病（医師の診断書を要する。） 

 （２）忌引 

 （３）学校が命じた場合 

 （４）その他やむを得ないと認められる事由（事由の証明を要する。） 

２ 追試験の日程は、授業担当教員が定める。 

（再試験） 

第７条 再試験は、学業成績の得点が５９点以下かつ欠課時間数が単位の認定に必要な授

業時間数の３分の１を超過していない授業科目を持つ者に対して行う。ただし、 国立高

等専門学校間提供科目の再試験は実施しないものとする。 



２ 通年科目は、前学期及び後学期ごとの評価に基づき、学期ごとに再試験を行う。なお、

通年科目の再試験を前学期に行う場合は、前学期の欠課時間数が単位の認定に必要な授

業時間数の３分の１を超過していない科目で再試験を行う。 

３ 再試験は、再試験対象者がいる場合、別に定める再試験期間内に必ず１回行わなければ

ならない。 

４ 実技やレポート等の課題によって再試験と同様の評価を行うことができる場合は、課

題による評価を再試験の評価として扱うことができる。なお、中間試験、期末試験、定期

試験を実施しない授業科目についても同様の取扱いとする。 

５ 再試験に合格した者の再試験対象科目の学業成績の得点は６０点とする。ただし、通年

科目の場合は、再試験の対象となった学期の学業成績の得点を６０点とする。また、再試

験で不合格とした者の再試験対象科目の学業成績の得点は、再試験前の得点とする。 

（追認試験） 

第８条 追認試験は、仮進級者の未修得授業科目について行う。 

２ 追認試験は、仮進級者が仮進級した学年の前学期中に必ず１回行わなければならない。 

３ 実技やレポート等の課題によって追認試験と同等の評価を行うことができる場合は、

課題による評価を追認試験の評価として扱うことができる。なお、中間試験、期末試験、

定期試験を実施しない授業科目についても同様の取扱いとする。 

４ 追認試験に合格した者の追認試験対象科目の学業成績の得点は６０点とする。 

５ 仮進級者の学年の課程修了は、追認試験を実施した年度の認定会議において、校長が認

定する。また、仮進級者の学年の課程修了に関する認定会議は、学期ごとに実施する。た

だし、仮進級者がいない場合は実施しない。 

 

第３章 学業成績の評価 

（各授業科目の成績表示及び成績評価） 

第９条 各授業科目の成績の得点、評語及び評点は、次の区分による。 

     

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

得   点 評 語 評 点 

９５～１００ Ａ＋ ４ 

９０～ ９４ Ａ ４ 

８５～ ８９ Ｂ＋ ３．５ 

８０～ ８４ Ｂ ３ 

７５～ ７９ Ｃ＋ ２．５ 

７０～ ７４ Ｃ ２ 

６５～ ６９ Ｄ＋ １．５ 

６０～ ６４ Ｄ １ 

０～ ５９ Ｆ ０ 



２ 学業成績は、学期成績と学年成績とに区分し、授業科目ごとに評価する。 

３ 各授業科目の学業成績は、試験の成績、平素の成績、出席状況等を総合して得点で評価

する。 

４ やむを得ないと認められる事由により追試験を受験できなかった者の評価は、当該試

験以外の試験の点数、平素の成績を考慮して当該試験の点数とすることができる。ただし、

この場合の試験点数は満点の７割を超えないものとする。 

５ 第６条第１項の各号に該当しないと認められた者又は懲戒処分を受けたため試験を受

験することができなかった者の当該授業科目の試験の成績は０点とする。 

６ 試験において不正行為を行った者は、当該授業科目以降の受験を認めない。また、当該

授業科目の試験の成績は 0点とし、さらに、停学処分期間中の当該授業科目以降のすべて

の試験（当該試験期間中に試験として実施したものを含む。）に対する追試験を認めない。 

７ 特別活動の評価は、合格又は不合格とする。 

（席次） 

第１０条 席次は次の加重平均点により算出する。なお、加重平均点は小数点第二位を四捨

五入する。 

加重平均点＝（科目の得点×単位数）の総和／総単位数 

２ 卒業の認定に必要となる単位数を超えて修得した選択科目がある場合は、得点の高い

科目から必要単位数分を加重平均点の計算に算入し、その他の選択科目については加重

平均点の計算から除外する。 

３ 学外で修得した科目の得点は、加重平均点の計算から除外する。 

（平均評価） 

第１１条 学期成績及び学年成績の平均評点（以下「ＧＰＡ」という。）は、次の方法で計

算する。 

 ＧＰＡ＝（科目の評点×単位数）の総和／総単位数 

２ 卒業の認定に必要となる単位数を超えて修得した選択科目がある場合は、得点の高い

科目から必要単位数分をＧＰＡの計算に算入し、その他の選択科目については、ＧＰＡの

計算から除外する。 

３ 学外で修得した科目の評点は、ＧＰＡの計算から除外する。（成績意見申し立て） 

第１２条 成績評価について異議がある者は、成績意見申立期間に授業担当教員又は学生

課教務係へ申し出ることができる。 

２ 成績意見申立期間については別に定める。 

 

第４章 学年の課程修了の認定 

（学年の課程修了の認定） 

第１３条 学年の課程修了及び進級は、次の各号のすべてを満たした者に対して、校長が認

定する。 



 （１）評語「Ｆ」がないこと。 

 （２）欠課時間数が単位の認定に必要な授業時間数の３分の１を超えた科目がないこと。 

 （３）学校行事の出席時間数が、学校行事総時間数の３分の２以上であること。 

（４）第１学年から第３学年については、特別活動の評価が合格であること。 

２ 前学期終了科目等の年度途中で終了する科目の単位は、当該年度最後の認定会議にお

ける学年の課程修了及び卒業の認定をもって認定とする。 

 （課程の修了） 

第１４条 第５学年の課程修了を認定された者は、全学年の課程を修了したものとする。 

（原級留置） 

第１５条 学年の課程修了を認定されない者は、原学年に留まることとする。 

（仮進級） 

第１６条 前条の規定に関わらず、第１学年及び第２学年で学年の課程修了が認められな

かった者のうち、次の各号のすべてに該当する場合は、仮進級とする。 

（１）学則別表第１及び第２に定める授業科目のうち、当該学年までの未修得単位数の累積

が６単位以下であること。 

（２）履修科目のうち、欠課時間数が単位の認定に必要な授業時間数の３分の１を超える科

目がないこと。 

（３）学校行事の出席時間数が、学校行事総時間数の３分の２以上であること。 

（４）特別活動の評価が合格であること。 

２ 前項に規定する仮進級に関する必要な事項は、別に定める。 

  

第５章 雑則 

（学業成績の通知及び証明書の交付） 

第１７条 学期成績又は学年成績の保護者への通知及び学業成績証明書の交付は、評語又

は評点によるものとする。 

（雑則） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、昭和５３年７月６日から施行し、昭和５３年１月１日から適用する。 

２ 昭和５１年度以前に入学した者の課程修了及び卒業の認定については、なお従前の例

による。 

附 則 

この規則は、昭和５６年３月１２日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則 



１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ 平成４年度以前の入学生に係る課程修了及び卒業の認定については、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１５年６月１９日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成１７年２月２８日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１８年１０月１２日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２７年７月２８日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和３年５月１３日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、改正後の第１条、第３条第４項及

び第５項、第４章の章名、第５条の見出し、第５条第１項、第６条、第７条、第８条第１項

の規定については令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


